
令和６年４月現在 

自動消火器・卓上電磁調理器を給付します 
 

広島市では、在宅でひとり暮らしなどの人の日常生活の利便の向上を図るため、自動消火
器と卓上電磁調理器を給付しています。 

 
１ 給付対象者   

要介護・要支援認定を受けているか、40～64歳で加齢が原因とされる特定疾病により、 
 
① 生活保護法の介護扶助  又は 
② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の介 
護支援給付 

の受給資格を有している人で、 
 

 (1) 自 動 消 火 器 ⇒ 寝たきり又はひとり暮らし 
(2) 卓上電磁調理器 ⇒ 出火への配慮が必要な、ひとり暮らし又は高齢者等のみの世帯 
 

２ 利用者の費用負担（※令和６年４月１日から負担額が変わりました。） 

対象世帯の区分 
自動消火器 

卓上電磁調理器 
新規 再給付 

生活保護等受給世帯 
無料 無料 無料 

生計中
心者の
市民税 

非課税 

所得割額が年額 8,000
円以下 

16,300円 16,300円 

11,000円 

所得割額が年額 8,001
円以上、20,000円以下 

28,400円 28,400円 

所得割額が年額 20,001
円以上、50,000円以下 

42,800円 42,800円 

所得割額が年額 50,001
円以上、90,000円以下 

44,000円 52,400円 

所得割額が年額 90,001
円以上 

44,000円 53,900円 

※ 市民税：４～６月は申請年度の前年度、７～３月は当該年度の市民税です。 
※ １会計年度(４～３月)に複数の用具の給付を受ける人は負担額が変わる場合があります。 
※ 自動消火器の再給付の価格は、給付済み機器が耐用年数を経過し、再給付を受ける場合の負担
額（取外し及び機器廃棄料を含む。）。 

 
３ 申込方法 

所定の申請書をお住まいの区の福祉課へ提出してください。 
 

４ お問合せ・お申込み先：お住まいの区の福祉課 

区 名 所 在 地 電話番号 FAX番号 

中 中区大手町４－１－１ ５０４－２５７０ ５０４－２１７５ 

東 東区東蟹屋町９－３４ ５６８－７７３０ ５６８－７７８１ 

南 南区皆実町１－４－４６ ２５０－４１０７ ２５４－９１８４ 

西 西区福島町２－２４－１ ２９４－６２１８ ２３３－９６２１ 

安佐南 安佐南区中須１－３８－１３ ８３１－４９４１ ８７０－２２５５ 

安佐北 安佐北区可部３－１９－２２ ８１９－０５８５ ８１９－０６０２ 

安 芸 安芸区船越南３－２－１６ ８２１－２８０８ ８２１－２８３２ 

佐 伯 佐伯区海老園１－４－５ ９４３－９７２９ ９２３－１６１１ 

 


